
１　総括

 (1)人件費の状況（普通会計決算）

 (2）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数については、令和６年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、定年

前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費が含ま

れていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

 (3)ラスパイレス指数の状況

(注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）

　　　　 を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算

　　　　 した指数。

　 　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した

　地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。

（補正前のラスパイレス指数×(１＋当該団体の地域手当支給割合)／(１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合により算出｡）

　 　３　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の４月１日

　以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いている。

※　令和７年４月１日のラスパイレス指数が、①３年連続で上昇している場合、②100を超えている
　場合について、その理由（給与制度又はその運用を踏まえ記載すること）

令和5年度の人件費率

　　計　　Ｂ　　　　　　Ａ 期末・勤勉手当

令和6年度

給　 料

人

19.0

20,193,148

％千円

人 件 費 率

24,626

実 質 収 支 （参考）人 件 費

　　　　　　Ｂ

（参考）都道府県平均職員数

21.2

職員手当

13,603,810

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円 千円

人　

区　　分

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住 民 基 本 台 帳 人 口

　　　　　（令和7年1月1日）

新潟県の給与・定員管理等について

千円

7,115

一人当たり給与費

　　　　　千円

44,690,713

千円

173,131,135

令和6年度

　　　　　　Ｂ／Ａ

％

7,030

千円 千円

232,544,8052,110,754 1,094,763,378

（参考）一人当たり

108,247,274

給与費 B/A

千円

R6.4.1

99.5

(99.5)

R6.4.1

99.7

R7.4.1

99.2

(99.2)

R7.4.1

99.7

R3.4.1

99.1

(97.8)

R4.4.1

99.8

R5.4.1

98.7

(97.3)

R5.4.1

99.6

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

新潟県 都道府県平均
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 (4)給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

円

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当

　　　　の年間支給月数です。

 (5)社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

【概要】 国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺の号俸をカットし、これらの

　　　　 級の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から10級の隣接する級間での俸給月額の重なりの解消等を

　　　　 行っている。その他、各種手当について見直しを行っている。

①給料表の見直し

　　[　　実施　　　未実施　　]

実施内容

　（給料表の改定実施時期）

令和７年４月１日

　（内容）

　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の号給をカットし、

これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、８級から９級の隣接する級間での給料月額の重なりの解消等を実施

②地域手当の見直し

実施内容

　（支給割合）

支給なし

　（支給時期）

令和９年４月１日より実施。段階的に支給割合を引き下げることとし、令和７年４月１日時点は1.0％、令和８年４月１日は0.5％を支給

・　国基準による支給割合（新潟市）　　R6年度：3.0％　R7年度：2.0％　R8年度：1.0％

・　本県の支給割合（県内一律）　　　　 R6年度：1.5％　R7年度：1.0％　R8年度：0.5％

③その他の見直し内容

　扶養手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）

 (6)特記事項

なし

4.60

区　　分

A B

民間給与

月

％

月 月

4.650.05

（参考）

0.04

（参考）

4.64 4.65

（2.55％）

月 月

支給月数　　　B割合　　　　　　A

人事委員会の勧告

（改定月数）

年間支給月数勧　告

月

3.62

支　給　月　数

％

公務員給与

A-B

％9,693

国　の　改　定　率

令和７年度

令和７年度 円

379,463

公務員の

A-B

人事委員会の勧告

勧　告較差

民間の支給

2.55389,156

区　　分

（改定率）

円

（参考）

国　の　年　間較差

2.55

給　与　改　定　率
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

55.5 歳 人 円 円 円

58.0 歳 人 円 円 円 63.2 歳 円

58.0 歳 人 円 円 円 50.8 歳 円

52.0 歳 人 円 円 円 43.3 歳 円

51.3 歳 人 円 円

53.7 歳 人 円 円 円

円 円

円 円

円 円

※１ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（令和４年～令和６年の３ヶ年平均）

※２ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※３ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

※４ 用務員の民間データについては、都道府県別の数値は公表されていないので全国平均のデータを使用しています。

③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

⑤警 察 職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべて

　　　　の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース　（＝時間外勤務手当等を除

　　　　いたもの）で算出しています。

平均給料月額

－

平均給与月額

345,913

 ―  41.7

397,690

都道府県平均

都道府県平均

1.54

424,360

414,688

39.8 376,371465,060

平均年齢

国

平均給与月額

366,616

平均年齢 平均給料月額

140 309,925

442,107

公務員
（Ｃ）

41.6

345,274

494,51339.4

区　　分

3,165,900

42.3 374,215

区　　分

平均給与月額

（国比較ベース）

新潟県

年収ベース（試算値）の比較

Ｃ／Ｄ

参　　　　考

4,895,897 3,169,000

452,308

新潟県

都道府県平均

新潟県

新潟県

平均年齢

400,839

1.70

378,535

－

飲食物調理従事者 238,800

－

2.22

1.86

参考

平均年齢

332,237

区　　分

平均給与月額
（A）

49.2

－

平均給料月額

学校給食員 301,235

1.54

337,907

都道府県平均

－

368,789

国

44.6

運転員

用務員

－351,821

2,791,400

5,892,999

6,193,252

1.31

平均給与月額
（国比較ベース）

－

 ―  

367,53453
乗用自動車運転者

（タクシー運転手を除く）

372,087

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）

311,913

Ａ／Ｂ

215,800

224,800

平均給与月額

420,139

20

－

対応する民間
の類似職種

414,480

平均給料月額 平均給与月額

－

341,488 － －

336,391

366,087

340,595346,374

公　務　員 民　　　間

71

349,759

－

他に分類されない運搬・
清掃・包装等従事者　※４327,142

1,703

42.3

333,308 －新潟県 293 315,518

338,401新潟県

他に分類されない
運搬・清掃・包装等

従事者　※４

－

民間
（Ｄ）

－

41.9

44.2

国

都道府県平均

416,369

区　　分

乗用自動車運転者
（タクシー運転手を

除く）

職員数

329,304

平均年齢
（国比較ベース）

291,055

－

294,567

区　　分

区　　分 平均給料月額 平均給与月額

飲食物調理従事者

399,794339,095
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 (2)職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

一般行政職 円

円

技能労務職

高等学校教育職

小・中学校教育職

警　察　職 円

円

 (3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

一般行政職 円 円 円 円

円 円 円 円

技能労務職 円 円 円 円

円 円 円 円

高等学校 円 円 円 円

教育職 円 円 円 円

小・中学校 円 円 円 円

教育職 円 円 円 円

警　察　職 円 円 円 円

円 円 円 円

　※「－」は該当者３人以下もしくは該当者なし

大　学　卒

220,000

高　校　卒

216,400

-

354,668

高　校　卒

-

-

大　学　卒

426,423

-

416,082

-

188,000

379,400

-

高　校　卒

高　校　卒

区　　　分 新　　　　潟　　　　県 国

大　学　卒 391,972

339,004

高　校　卒

-

大　学　卒

大　学　卒

-

306,573

432,174

-

-

255,200

403,979

-

-

-

大　学　卒

-

286,634

中　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

436,055

大　学　卒

経験年数２5年

287,500

253,536

経験年数10年

313,729

-

346,488 406,077

387,118

高　校　卒

経験年数30年

406,694

377,199

高　校　卒

大　学　卒

-

-

-

-

424,356

中　学　卒

388,994

344,226

410,587

区　　　         分

439,377

高　校　卒

-

365,531

経験年数20年

-

225,600円

194,500円

192,500円

-

252,000円

208,900円

252,000円

208,900円

262,700円

230,400円
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）

（注）１　新潟県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

488,500

(1) 定型的な業務を行う職務
(2) 相当高度の知識又は経験を必要と
　する業務を行う職務

円　　

540,900

％　　

210

％　　

766

14.6

32.5

29 510,200

258,100

298,800

円　　

％　　

８　　級

円　　

321,300 398,200

人　　

42

2.9

円　　

人　　

0.5

円　　

354,700

構成比

人　　

人　　

円　　 円　　

円　　

550,800

％　　

６　　級

職員数

10.3
　高度の知識又は経験を必要とする
業務を行う職務

７　　級

(1) 本庁副部長若しくは部次長又はこ
　れらに相当する職の職務
(2) ７級の項第１号に掲げる職の職務
　で困難な業務又は高度の知識経験
　を必要とする業務を行う職務

標準的な職務内容区　　分

％　　

0.8

５　　級

1

154

　本庁の部長若しくは局長又はこれら
に相当する職の職務で困難な業務又
は高度の知識経験を必要とする業務
を行う職務

％　　

％　　

408,300 450,900

円　　

　本庁の課長補佐又はこれに相当す
る職の職務で相当困難な業務又は相
当高度の知識経験を必要とする業務
を行う職務

人　　

１　　級

3.9

(1) 本庁の課長又はこれに相当する職
　の職務
(2) ５級の項に掲げる職の職務で困難
　な業務又は高度の知識経験を必要
　とする業務を行う職務

１号給の
給料月額

(1) 本庁の部参事又はこれに相当する
　職の職務
(2) ６級の項第１号に掲げる職の職務
　で困難な業務又は高度の知識経験
　を必要とする業務を行う職務

0.0

　本庁の部長若しくは局長又はこれら
に相当する職の職務

円　　

人　　 ％　　

円　　 円　　

％　　

人　　

554 230,000

415,700

円　　(1) 本庁の課長補佐又はこれに相当
　する職の職務
(2) 本庁の係長又はこれに相当する職
　の職務
(3) ３級の項に掲げる職の職務で困難
　な業務又は高度の知識経験を必要
　とする業務を行う職務

183,500

人　　

14.2

20.3

円　　

円　　

389,300

人　　

10　　級

355,200

円　　

308,500

円　　

％　　

円　　

265,300

1,090

　本庁の主任又はこれに相当する職
の職務

人　　

円　　

９　　級

２　　級

782

円　　

1,750

最高号給の
給料月額

３　　級

580,600

４　　級

458,300
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 (2)国との給料表カーブ比較表（行政職（一）） 令和７年４月１日時点

 (3)昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）

　

　 イ．　人事評価を活用している

　活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

　 ロ．　人事評価を活用していない

活用予定時期

昇給実績が
ある区分

昇給可能な区分

○ ○ ○ ○

昇給可能な区分

管理職員令和７年度中における運用 一般職員

昇給実績が
ある区分

１級

14.2%
１級

12.8%
１級

12.4%

２級

10.3%
２級

10.3%
２級

9.5%

３級

14.6%
３級

13.8%
３級

13.6%

４級

32.5%
４級

32.8%
４級

32.5%

５級

2.9%
５級

4.2%
５級

4.1%

６級

20.3%
６級

20.6%
６級

22.4%

７級

3.9%
７級

4.1%
７級

4.3%

８級

0.8%
８級

0.8%

８級

0.7%

９級

0.5%
９級

0.6%

９級

0.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和７年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

10級
0.0%

10級
0.0%

10級
0.0%

新潟県（R７）

国家公務員（R７)

昇 給

給

料

月

額

（百円）
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４　職員の手当の状況

 (1)期末手当・勤勉手当

千円　

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（1.375） 月分 （1.025） 月分 （1.40） 月分 （1.00） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％） 役職加算（５～20％）、管理職加算（10～25％）

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

　

　 イ．　人事評価を活用している

　 　活用している成績率

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ．　人事評価を活用していない

活用予定時期

 (2)退職手当（令和７年４月１日現在）

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度 最高限度

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～20％加算） （２％～45％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　無　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

24.586875月分19.6695月分

（支給率）

33.27075月分

47.709月分

47.709月分

○ ○

28.0395月分

管理職員

支給実績が
ある成績率

支給可能な成績率
支給実績が
ある成績率

－

勧奨・定年

2.50

支給可能な成績率

１人当たり平均支給額（令和６年度決算）

新　　　　　　　　　　　潟　　　　　　　　　　　県

応募認定・定年

28.0395月分

39.7575月分

47.709月分

47.709月分

47.709月分

自己都合

○ ○

令和６年度中における運用

（支給率） 自己都合

国

2.10

1,793

2.50

新　　　　　　　　　　　潟　　　　　　　　　　　県

一般職員

24.586875月分

3,317

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違に

　　　　　によることなく退職した場合を含みます。

19.6695月分

国

39.7575月分

47.709月分

33.27075月分

2.10

22,360
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 (3)地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

　　円

新潟県新潟市 ％ 人 ％

新潟県新潟市以外 ％ 人 ％

％ 人 ％

東京都特別区 ％ 人 ％

大阪府大阪市 ％ 人 ％

福島県南相馬市 ％ 人 ％

埼玉県さいたま市 ％ 人 ％

東京都府中市 ％ 人 ％

千葉県千葉市 ％ 人 ％

東京都小平市 ％ 人 ％

東京都立川市 ％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ ％

（注） 「国の制度(支給割合)」の欄の平均支給割合は、企業会計等を除く普通会計から給与を支給されている一般職の職員に対し

　　国の支給割合で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

15.0

9,341

6,749

0.0

1,082,438

10.0

0.0

4

2 15.0

0.0

14.0 1

22

1.0

支給割合

0.0

3

14.0

16.0

20.0

国の制度（支給割合）

石川県輪島市

0.0

0.0

16.0 1 16.0

0.0

0.0

2.0

支給対象地域

71,199

0.0

16.0

医師

平　均　支　給　割　合

20.0

8,253 0.0

新潟県新潟市以外
（市町村立学校職員
　給与条例適用者）

0.0

石川県能都町

富山県氷見市

福島県福島市

1.0

支給実績（令和６年度決算）

15.0 2 15.0

16.0 1 16.0

1

0.0 1

1

16.0 28 16.0

0.65 － 0.59

支給対象職員数
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 (4)特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

動物処理等作業手当 千円

⑤日額300円

⑥日額450円

①1日につき
　ア　屋外 6,600円、屋内 1,330円
　イ　屋外 3,300円、屋内   660円
　ウ　屋外 6,600円、屋内 1,330円
　エ　屋外 5,000円、屋内 1,000円
②引き続き５日以上対象業務に従事し
た場合600円を加算
③引き続き５日以上対象業務に従事し
た場合840円を加算

①日額600円

②及び③
巡回監視にあっては日額600円（日没
時から日出時の間に作業した場合300
円を加算）、応急作業等にあっては日
額850円（危険区域内で作業した場合
850円を加算）

④日額850円を超えない範囲内で人事
委員会規則で定める額

災害応急作業手当

日額220円

　保健所等に勤務する職員がこう傷犬、野犬等の捕獲の作業、直接
行うこう傷犬等の殺処分の作業又は動物の死体処理の作業で著しく
不快であるものに従事した場合に支給

73,534

日額560円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

43

255

１時間につき
①潜水深度
20ｍまでの場合310円
30ｍまでの場合780円
30mを超える場合1,500円
②気圧
0.2ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙまでの場合
　　210円
0.3ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙまでの場合
　　560円
0.3ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙを超える場合
　　1,000円

0

支給実績
（令和６年度決算）

手当の名称

特殊現場作業手当

52

90

8

千円1,071

⑤　妙法育成牧場等に勤務する職員が、起伏のある傾斜地において
附属装置を装着したトラクターを運転する作業に従事した場合
⑥　妙法育成牧場に勤務する職員が、暴風雪警報又は大雪警報の
発令下に道路において行う除雪車による除雪作業に従事した場合
に支給

④保健所等に勤務する職員が地上又は水面上10ｍ以上の足場の不
安定な箇所で測量、調査、監督等の作業に従事した場合に支給

地域振興局等に勤務する職員が
①水防法第17条の規定に基づき水防団及び消防機関が出動して行
う応急措置の実施についての必要な指示、同法第29条に規定する立
退きの指示、地すべり等防止法第25条に規定する立退きの指示その
他の現地において行う指導作業に従事した場合
②異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそ
れがある
　ア　河川の堤防等
　イ　道路法第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通
    行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
　ウ　港湾施設
　エ　アからウまでに掲げる現場に相当する現場
において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した
箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは
応急作業のための災害状況の調査（以下「応急作業等」という。）に従
事した場合
③地すべりが発生し、又は発生のおそれの著しい箇所において行う
巡回監視又は応急作業等に従事した場合
④「①～③」に掲げる作業に相当する作業に従事した場合
に支給

③地域振興局等に勤務する職員がトンネル坑内の崩壊又は落盤の
おそれのある箇所で行う測量、調査、監督等に従事した場合に支給

主な支給対象職員（支給対象業務）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）

1,052,866

左記職員に対する支給単価

58.1

247

日額270円

⑦地域振興局等に勤務する職員が、橋脚の基礎工事等において、
水没のおそれのある水面下４ｍ以上の深所で行う測量、調査、監督
等の作業に従事した場合
⑧地域振興局等に勤務する職員が、地下集水井の深さ４ｍ以上の深
所で行う測量、調査、監督等の作業に従事した場合
に支給

2

手当の種類（手当数）

日額400円

①農林水産部水産課等に勤務する職員が
潜水器具を着用して行う潜水作業に従事した場合
②地域振興局等に勤務する職員が
圧搾空気内で行う作業に従事した場合
に支給

支給実績（令和６年度決算）

日額320円

【東日本大震災に対処するための手当の特例】
①原子力災害関連区域における作業
　ア　帰還困難区域での作業
　イ　居住制限区域での作業
　ウ　警戒区域での作業
　エ　計画的避難区域での作業
②災害応急作業手当の特例
③遭難救助等作業手当の特例

⑨内水面水産試験場魚沼支場に勤務する職員が10月1日から翌年3
月1日までの期間内において、養魚池の冷水内で淡水魚の飼育管
理、選別等の作業に従事した場合に支給
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爆発物検査手当 千円

有害物取扱手当 千円

種雄豚取扱手当 千円

訓練業務手当 千円

千円

県税賦課徴収手当 千円

環境衛生検査手当 千円

千円

④児童相談所に勤務する職員が心理学的判定または現業の業務に
従事した場合
に支給

2

日額500円

日額300円

　保健所等に勤務する職員が
①大気汚染防止法第26条に規定する立入検査に従事した場合
②新潟県生活環境の保全等に関する条例第138条第1項に規定する
立入検査に従事した場合
③水質汚濁防止法第15条又は第16条に規定する監視等のために行
う海洋における採水作業に従事した場合
に支給

日額950円

①地域振興局等に勤務する職員が
　ア　火薬類取締法第35条に規定する保安検査若しくは同
    法第43条に規定する立入検査又は火薬類の製造施設
    等の災害調査
　イ　高圧ガス保安法第35条に規定する保安検査若しくは
    同法第62条に規定する立入検査又は高圧ガスの製造
    施設等の災害調査
　ウ　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関
    する法律第37条の6に規定する保安検査若しくは同法
    第83条に規定する立入検査又は液化石油ガスの貯蔵
    施設等の災害調査
の作業に従事した場合
②計量検定所に勤務する職員が液化石油ガスメーターの
検定作業に従事した場合
に支給

165

精神保健福祉相談
手当

　農業総合研究所畜産研究センターに勤務する職員が種雄豚の精
液採取又は精液採取のため種雄豚を御する作業に従事した場合に
支給

　工業技術総合研究所等に勤務する職員が有害物(毒物及び劇物取
締法第2条に規定する毒物等)を使用して行う試験、研究、検査等のう
ち
①有害物の使用に伴い発生する人体に有毒なガス、霧等を吸入する
おそれがある作業に従事した場合
②人体に有害な農薬を大量に散布する作業に従事した場合
に支給

①地域振興局等に勤務する職員が専ら県税の賦課又は徴収に関す
る業務に従事した場合
②地域振興局等に勤務する職員（「①」を除く。)が直接納税者と接し
て行う県税の賦課又は徴収に関する業務に従事した場合
に支給

①福祉事務所等に勤務する職員が社会福祉法第15条に規定する指
導監督・現業事務に従事した場合
②身体障害者更生相談所等に勤務する職員が心理学的・職能的判
定業務に従事した場合
③女性福祉相談所に勤務する職員が生活指導の業務に従事した場
合
に支給

①保健所等に勤務する職員が精神障害者又はその疑いのある者の
精神保健若しくは福祉に関する相談又は心理学的判定の業務に従
事した場合
②保健所等に勤務する職員が精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律第27条第1項に規定する調査又は同条第3項に規定する精神
保健指定医の診察の立会い等の業務に従事した場合
に支給

37

336

防疫等作業手当

日額300円

　保健所等に勤務する職員が
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6
条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると認める
感染症の患者若しくはその疑いのある者の診察、患者の移送、防疫
又は病原体検査のための検査材料（以下「検体」という。）の採取若し
くは取扱いの作業に従事した場合
②結核患者又はその疑いのある者のエックス線撮影又は家庭訪問指
導の作業に従事した場合
③家畜伝染病予防法第2条に定める家畜伝染病(口蹄疫、豚熱、アフ
リカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザに
限る。)のまん延を防止するために行う家畜のとさつ、家畜の死体の焼
却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事した場合
に支給

社会福祉業務手当

①～②1日につき290円

③1日につき380円
（牛又は豚のとさつの作業、鳥のとさつ
の作業、家畜のとさつの作業に付随す
る作業（畜舎等において行うものに限
る。）又は畜舎等において行う清掃若し
くは消毒の作業にあっては、760円）

25,734 千円

日額230円

日額600円

日額290円

2,062

日額250円

44,771
日額950円(別に定める職員にあっては
570円)

1,418

31

　消防学校等に勤務する職員がはしご操法訓練等のため直接実技
に従事した場合に支給
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漁業取締手当 千円

漁業調査手当 千円

用地交渉手当 千円

千円

千円

千円

農業教育実習手当 千円

職業訓練手当 千円

夜間看護手当 千円

教員特殊業務手当 千円

千円

千円

日額300円(漁ろうの作業に従事した場
合にあっては500円)

334,410

教育業務連絡指導
手当

食肉衛生検査等
手当

48

7,668

多学年学級担当
手当

111,052 日額200円

①
ア日額5,250円(正規の勤務時間以外
の時間等において6時間以上従事した
場合（以下「6時間以上」という｡)8,000
円)激甚災害時に、学校の施設等に避
難している児童生徒等の救援業務に従
事した場合10,500円
（6時間以上16,000円)
イ及びウ日額5,000円
（6時間以上7,500円)
②及び③日額5,100円
④令和２～３年度
　日額1,800円（4時間以上3,600円）
　令和４年度以降
　日額1,800円（3時間以上2,700円）
⑤日額900円

月額16,000円

7,264

　職業能力開発校に勤務する職員が職業訓練業務に従事した場合
(学科及び実技の訓練等を担当する日数が勤務日数の２分の１に満
たない職員等を除く。)に支給

2,249

特殊診療手当
　はまぐみ小児療育センター等に勤務する医師等が診療業務に従事
した場合に支給

　家畜保健衛生所に勤務する獣医師免許を有する職員が専ら家畜
保健衛生業務に従事した場合に支給

　農業総合研究所畜産研究センター等に勤務する職員が
①と畜場法第14条の規定による獣畜のと殺、解体等の検査又は牛若
しくは豚のと殺若しくは解体の作業に従事した場合
②妙法育成牧場等に勤務する職員が死亡獣畜の解体等の処理作業
に従事した場合
③妙法育成牧場等に勤務する職員が牛の削蹄作業に従事した場合
に支給

　小学校、中学校又は高等学校等に勤務する教諭等が
①学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で
 ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護等
 イ 児童又は生徒に負傷、疾病等に伴う救急の業務
 ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
に従事した場合
②修学旅行等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を
伴うものに従事した場合
③対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務
で泊を伴うもの又は週休日等に行うものに従事した場合
④学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に
対する指導業務で週休日等に行うものに従事した場合
⑤入学検査における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週
休日等に行うものに従事した場合
その業務が心身に著しい負担を与える程度に及ぶときに支給

漁業監督吏員及び司法警察員
　　　　　　　　　日額500円
漁業監督吏員又は司法警察員の業務
を補助する職員
　　　　　　　　　日額300円

　はまぐみ小児療育センターに勤務する職員が正規の勤務時間によ
る勤務の全部又は一部が深夜において行われる看護又は生活介助
の業務に従事した場合に支給

4,683

5,519

　教諭又は養護教諭のうち、教務その他の教育に関する業務につい
ての連絡調整及び指導助言に当たる主任等で教務主任等を担当す
る者が当該担当に係る業務に従事した場合に支給

実績に応じ算定した額

　農業大学校に勤務する技術職員又は補助職員が農業に関する科
目の授業及び実習を担当し、又は実習の補助業務に従事した場合
（ただし、実習を伴う農業に関する科目の授業及び実習を担当する時
間数が、その者の授業及び実習を担当する時間数の２分の１に満た
ない技術職員等を除く。）に支給

技術職員
　給料月額の100分の5
補助職員
　給料月額の100分の2.5

①及び②日額600円

③日額300円

①水産海洋研究所等に勤務する職員が船舶に乗り組んで漁業又は
海洋に関する調査又は観測の作業に従事した場合
②内水面水産試験場に勤務する職員が河川の水深50㎝以上の箇所
へ立ち入って漁業に関する調査の作業に従事した場合
に支給

家畜保健衛生業務
手当

　地域振興局等に勤務する職員が用地の取得若しくは物件の補償又
はこれらに直接関連する工事に関し、直接当該用地又は物件の所有
者等と交渉する業務で面接を伴うものに従事した場合に支給

　小学校、中学校又は中等教育学校の２以上の学年の児童又は生
徒で編制されている学級を担当する教諭等が授業又は指導に従事し
た場合（ただし、２以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級
における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の２分の１に満
たない教諭等を除く）に支給

7,799

給料月額の100分の5

7,674

勤務時間の全部が深夜
                      １回7,300円
深夜の勤務が4ｈ以上
                      １回3,550円
深夜の勤務が2ｈ以上4ｈ未満
                      １回3,100円
深夜の勤務が2ｈ未満
                      １回2,150円

321

14

日額650円(一部が深夜に行われた場
合にあっては日額650円の1/2相当額を
加算した額)

　３の学年の児童又は生徒で編制され
ている学級における授業又は指導　日
額350円
　２の学年の児童又は生徒で編制され
ている学級における授業又は指導　日
額290円

　農林水産部水産課等に勤務する職員が漁業法第74条第3項に規
定する検査若しくは質問の業務若しくは同条第5項に規定する司法
警察員の業務又はこれらを補助する業務に従事した場合に支給
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夜間実習教育手当 千円

兼務授業担当手当 千円

航空業務手当 千円

千円

千円

千円

千円

身辺警護等業務手当 千円

千円0

日額640円

884

　警察官が核原料物質等を積載した車列を警察車両で追従し又は先
導して警備する業務に従事した場合に支給

①日額600円
②日額840円(大規模な災害に係る作
業にあっては1,080円)
③日額710円(大規模な災害に係る作
業にあっては1,080円)

運転免許路上試験等
手当

日額640円(天皇、皇后、上皇、上皇
后、皇太子、皇太子妃、皇嗣、皇嗣妃
又は悠仁親王の警衛又は警護対象者
の警護は1,150円)

核原料物質等輸送警
備手当

遭難救助等作業
手当

403

爆発物処理等作業
手当

　警察官が天皇若しくは皇族の身辺の警衛又は警護対象者の身辺
の警護に従事した場合に支給

①～⑤１件5,200円

⑥日額4,600円

⑦日額250円

⑧日額460円

①警察職員等が、遭難時又は災害時において著しく危険かつ困難な
状況の下で行う遭難者又は被災者の捜索又は救助の作業に従事し
た場合
②警察職員等が、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災
害が発生した箇所又はその周辺おいて行う災害警備、遭難救助、通
信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識の作業に従事した場合
③警察職員が、異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発
生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条第１項又
は第23条の２第１項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方
公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対
策に係る連絡調整の作業に従事した場合
に支給

日額300円

警察職員が
①爆発物容疑物件（以下「容疑物件」という。）の種類等の識別又は
認定の作業に従事した場合
②危険防止のため、容疑物件の周囲に砂袋、タイヤ等を積み上げる
等の遮へい作業に従事した場合
③容疑物件の冷却又はエックス線撮影の作業に従事した場合
④容疑物件の処理筒への収納又は搬送の作業に従事した場合
⑤容疑物件の解体又は爆破の作業に従事した場合
⑥特殊危険物質(サリン及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒
性を有する物質をいう。以下同じ。)又はその疑いのある物質の処理
作業に従事した場合
⑦特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業
(⑥を除く。)に従事した場合
⑧特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該
物質が発生するおそれがある作業に従事した場合
に支給

　警察職員が道路における自動車運転免許試験業務又は道路にお
ける自動車運転技能診断業務に従事した場合に支給

294

30,457

銃器犯罪捜査従事
手当

401

搭乗した時間1時間につき
①5,100円
②2,200円
③1,900円
（低空飛行等により加算措置あり)

0

警察職員等が、
①航空機の操縦業務に従事した場合
②航空機の整備業務に従事した場合
③捜索救難、調査等の業務(①及び②の業務を本務とする職員を除
く。)
に従事した場合
に支給

　従事した授業１単位時間につき1,300
円
　報告書の添削１通につき100円

63

①日額1,640円

②及び③日額1,100円

④～⑥日額820円

11,292

　警察官が防弾装備を着装し、武器を携帯して行う
①犯罪現場において銃器又は銃器容疑物を使用している犯人の逮
捕等の業務に従事した場合
②銃器を所持する犯人の逮捕の業務に従事した場合
③「①」に掲げる業務に付随する固定配置の業務に従事した場合
④「②」に掲げる業務に付随する固定配置の業務(銃器を使用した犯
人の逮捕の業務に限る。)に従事した場合
⑤銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う暴力団事務所等
の直近に配置されて行われる警戒の業務に従事した場合
⑥暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止するために
行う保護対策の業務に従事した場合
に支給

　小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校等に勤務する教諭
等が
①勤務する学校で本務とする課程（全日制の課程又は定時制の課程
等）以外の課程における授業、面接指導又は添削指導の業務に従事
した場合
②本務とする学校以外の学校における授業、面接指導又は添削指
導の業務に従事した場合
に支給

　高等学校に勤務する教諭等が泊を伴う
①夜間又は早朝に学校の施設において行う農業に関する教科の実
習の業務に従事した場合
②漁業実習船に乗り組んで行う航海実習又は漁業実習の業務に従
事した場合
に支給

①日額900円

②日額2,000円
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犯罪捜査手当 千円

交通捜査手当 千円

警ら手当 千円

留置施設看守手当 千円

犯罪鑑識手当 千円

補導業務手当 千円

千円

死体取扱手当 千円

夜間特殊業務手当 千円

夜間緊急業務手当 千円

　警察職員（警察官にあっては、警部以下の階級にある者に限る。）
が
①指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の業務に従事した場
合
②理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定の業務
に従事した場合に支給

137,053

53,041

12,327

6,262

  警察職員が
①検視、検証、実況見分又は見分のための死体取扱業務に従事した
場合
②死体解剖の補助業務に従事した場合
に支給

①警察官が警ら業務に従事した場合(②を除く。)
②警察官が無線自動車を運転して警ら業務に従事した場合
に支給

日額300円

遠隔地水上警戒作業
手当

日額1,１00円

　警察職員が少年の非行化の防止のための街頭補導又は有害環境
の発見の業務に従事した場合に支給

　警察職員が深夜において(正規の勤務時間に限る。)
①有線電気通信設備又は無線設備の運用又は保守の業務に従事し
た場合
②電子計算機の監視、運用又は保守の業務に従事した場合
③警ら業務に従事した場合
④交通事故の捜査、交通整理又は交通取締りの業務に従事した場
合
⑤留置施設の看守の業務に従事した場合
⑥犯罪捜査等の業務に従事した場合
⑦犯罪鑑識の業務に従事した場合
に支給

68,536

106,246

死体１体につき
①1,600円(心身に著しい負担を与える
と認められた場合等は3,200円)
②3,200円

　犯罪現場において従事する場合 日
額500円
　犯罪現場以外において従事する場合
日額300円

621

　警察職員が正規の勤務時間以外の時間において突発的に発生し
た業務に従事するために緊急の呼び出しにより勤務することを命ぜら
れ、その従事する時間帯の一部又は全部が夜間である状況下で爆
発物処理等作業手当、遭難救助等作業手当、犯罪捜査手当、交通
捜査手当、犯罪鑑識手当又は死体取扱手当の支給対象業務に従事
した場合に支給

日額300円

①警察官(警部以下の階級にある者に限る)が高速自動車国道にお
いて次の業務に従事した場合
ア　交通事故捜査の業務
イ　暴走族に係る捜査及び取締りの業務
ウ　飲酒運転及び無免許運転等の悪質で危険な交通違反の捜査の
業務
②警察官が高速自動車国道以外の道路において前号アからウまで
に掲げる業務に従事した場合
③警察官が次に掲げる業務（①②に掲げる業務を除く。）に従事した
場合
ア　交通取締用自動車（自動二輪車に限る。）を運転して行う交通取
締りの業務
イ　高速自動車国道において交通取締用自動車（自動二輪車を除
く。ウにおいておなじ。）を運転して行う交通取締りの業務
ウ　高速自動車国道以外の道路等において交通取締用自動車を運
転して行う交通取締りの業務
④警察官が交通整理又は交通取締りの業務（①②③に掲げる業務を
除く。）に従事した場合
⑤交通巡視員が交通整理、駐停車違反者に対する告知、移動命令
等の是正措置又は歩行者に対する通行方法の指示等の業務に従事
した場合
に支給

14

日額500円

54,998

①の業務
　日額700円
②と③ア･イの業務
　日額 500円
③ウと④の業務
　日額400円
⑤の業務
　日額300円

275

警察官(女性警察官に代わって女性被留置者の身体検査等を行うた
めあらかじめ指定された女性職員を含む。)が留置施設の看守の業務
又は被疑者（被告人その他法令により拘禁されている者を含む。）の
護送業務に従事した場合に支給

警察官(警部以下の階級にある者に限る)が犯罪の予防若しくは捜査
又は被疑者の逮捕若しくは取調べ（以下「犯罪捜査等」という。）の業
務に従事した場合に支給

警察職員が海上保安庁の巡視船に乗り組み、遠隔地の離島周辺海
域における水上警戒作業に従事した場合に支給

勤務１回につき730円(深夜における勤
務時間が2時間に満たない場合にあっ
ては410円)

勤務１回につき620円(心身に著しい負
担を与える場合にあっては、1,240円)

①日額300円
②日額400円

13



 (5)時間外勤務手当

千円

円

千円

円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

 (6)寒冷地手当

千円

円

円

円

円

（注）　支給地域は平成16年４月１日における市町村の名称及び区域で指定

 (6)その他の手当（令和７年４月１日現在）

扶養手当 円

住居手当 円

通勤手当 円

4,587,663

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 447,122

①１箇月当たりの通勤手当算出
基礎額が15万円以下の場合
　運賃等相当額を支給
②１箇月当たりの通勤手当算出
基礎額が15万円を超える場合
　通勤手当に係る支給単位期間
のうち最も長い支給単位期間に
つき、15万円に当該支給単位期
間の月数を乗じて得た額を支給

276,207

内容及び支給単価

世帯主等の区分 支給額（月額）

長岡市、三条市、小千谷市、十日町市、見附
市、栃尾市、糸魚川市、新井市、佐渡市、中蒲
原郡村松町、南蒲原郡下田村、栄町及び中之
島町、東蒲原郡、三島郡越路町、三島町、与
板町及び和島村、古志郡、北魚沼郡、南魚沼
郡、中魚沼郡、刈羽郡高柳町及び小国町、東
頸城郡、中頸城郡妙高高原町、中郷村、妙高
村、板倉町、清里村及び三和村、西頸城郡能
生町及び青海町、岩船郡関川村、山北町及び
粟島浦村

世帯主である職員のうち扶養親族のある職員 19,800

世帯主である職員のうちその他の世帯主である職員 11,400

その他の職員

4,712,670

扶養親族のある職員に支給
配偶者(3,500円)
子（11,500円）
父母等(6,500円)
15歳以上22歳以下加算措置
あり(１人5,000円)

支給実績
（令和６年度決算）

異なる

149,112

2,403,634

2,008,579

月額10,000円を超える家賃を
支払っている職員に対し
27,000円まで支給
①家賃が10,000円を超え
21,000円以下の場合
　 家賃－10,000＝手当額
②家賃が21,000円を超える
場合
　 (家賃－21,000)/2＋11,000
＝手当額(27,000円限度)

国の制度と
異なる内容

3,195,171

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ）

千円

平均支給年額
国の制度
との異同

月額16,000円
を超える家賃
を支払ってい
る職員に対し
28,000円まで
支給

異なる 千円

同 234,570千円

支給職員１人当たり

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ）

手　当　名

66,994

支給対象地域

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ）

8,200

（令和６年度決算）

436,006

自動車等使用
者（交通用具
使用者）の支
給額

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 592,429
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単身赴任手当 円

特地勤務手当 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

同

千円

234,573

同

祝日法による休日等及び年
末年始の休日等に勤務を命
ぜられた職員に支給
１時間当たりの単価
(給料等×12×1.35)÷((１週
間当たりの勤務時間×52)－
(当該勤務の属する年度の祝
日法による休日等及び年末
年始の休日等の日数×7.75
時間))

へき地手当に準ずる
手当

千円

同

異動に伴い、同居していた配
偶者と別居することとなった
職員に(30,000円 ～100,000
円まで)支給

初任給調整手当

管理職手当

宿日直手当

へき地手当

休日給

夜勤手当

管理又は監督の地位にある
職員に対し、給料月額の100
分の25の範囲内で支給

同

生活の著しく不便な地に所
在する公署に勤務する職員
に勤務地に応じて給料及び
扶養手当の合計額の100分
の20を超えない範囲内で支
給

335,112

千円
特地勤務手当に準ず
る手当

正規の勤務時間として午後
10時から翌日の午前５時まで
の間に勤務することを命ぜら
れた職員に支給
１時間当たりの単価
(給料等×12×0.25)÷((１週
間当たりの勤務時間×52)－
(当該勤務の属する年度の祝
日法による休日等及び年末
年始の休日等の日数×7.75
時間))

管理又は監督の地位にある
職員が臨時又は緊急の必要
その他の公務の運営の必要
により週休日又は祝日法によ
る休日等若しくは年末年始の
休日等に勤務した場合は、１
回につき12,000円を超えない
範囲内で支給

－ 309,102

正規の勤務時間以外の時間
等に宿直勤務又は日直勤務
として本来の勤務に従事しな
いで庁舎及び設備の保全等
の特殊な業務を命ぜられた
職員に支給

775,189

364,649

生活の著しく不便な地に所
在する公署への異動に伴っ
て住居を移転した場合、３年
以内の期間、給料及び扶養
手当の月額の100分の6を超
えない範囲内で支給

千円 54,145

157,239

162,899

84,350

千円

同

へき地学校等への異動に
伴って職員が住居を移転し
た場合、当該異動から３年以
内の期間、給料及び扶養手
当の月額の合計額の100分
の4を超えない範囲で支給

管理職員特別勤務手
当

山間地等に所在する学校及
び共同調理場で勤務する職
員に対して、給料及び扶養
手当の月額の合計額の100
分の25を超えない範囲内で
支給

千円

292,377

－

１時間当たりの
単価
(俸給月額等
×12×1.35)÷
(１週間当たり
の勤務時間×
52)

84,870

千円

63,743

異なる

117,521

同

異なる

１時間当たりの
単価
(俸給月額等
×12×0.25)÷
(１週間当たり
の勤務時間×
52)

80,789

欠員の補充が困難であると認
められる職（医師、歯科医師
又は獣医師等）に新たに採
用された職員に支給

同 千円

158,959

千円 279,984

千円

千円

16,785

1,466,374

660,612

1,205,000

200,855

738,355
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円

円

円

円

災害派遣手当 円

５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） 　（１期の手当額） 　（支給時期）

円 任期毎

円 任期毎

　　　(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                          (注） １  給料及び報酬の（　）内は、削減措置を行う前の金額です。

　 　 ２　退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）務めた場合の見込額です。

                                                   

千円

知 事

－

1,008,000

期
末
手
当

報

酬

農林漁業普及指導手
当

218,385

－

産業教育手当

872,992

(　　　　　　円)

1,300,000

義務教育諸学校に勤務する
教育職員に月額8,000円を超
えない範囲内で支給

定時制通信教育手当

給　　　　　　　　料　　　　　　　　月　　　　　　　　額　　　　　　　　等

農業、水産又は工業に関す
る課程を置く県立高等学校
の職員のうち農業、水産又は
工業に関する課程において
実習を伴う科目を主として担
任する場合（補助含む）に給
料月額の100分の5(定時制通
信教育手当を受ける者に
あっては100分の3)を乗じて
得た額を支給

807,000

3.45

20,522,880

給料×在職月数×0.61

　　（令和６年度支給割合）

知 事

3.45

　　　（給料月額に100分の45を加算した額）

882,000

88,009

定時制の課程を置く高等学
校又は通信教育を行う高等
学校の教育職員に対し、給
料の月額100分の5～100分
の3(管理職手当を受ける者
にあっては月額の100分の4
～100分の2）を乗じて得た額
を支給

千円

給料×在職月数×0.42

議 員

備　　　　　考

副 議 長

　　（令和６年度支給割合）

(　　　　　　円)給

料 副 知 事

議 長

千円

－

議 長

議 員

知 事

副 知 事

－

1,018,000

(　　　　　　円)

(　　　　　　円)

63,237

55,617

農業、林業、水産業又は農
漁村生活の改善に関する技
術及び知識の普及指導又は
調査研究に専ら従事する職
員に給料月額の100分の6の
範囲内で支給

区 分

－
義務教育等教員特別
手当

210,670

38,064,000

国又は他の地方公共団体か
ら災害応急対策又は災害復
旧のため派遣された職員に
日額6,620円を超えない範囲
内で支給

(　　　　　　円)

－ 32,834 66,994

－

千円

退
職
手
当

千円

副 知 事

副 議 長

　　　（給料月額に100分の45を加算した額）
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６　職員数の状況

 (1)部門別職員数の状況と主な増減理由
(各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

 (2)年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

　

（注）　育児休業中の職員等を除いています。

～

20歳 48歳

警察部門

その他

[     32,208     ]

欠員補充による増加等

34

△ 3

業務執行方法の見直し等

人

55歳

-[     22     ]

1,518

△ 4

505 児童相談所の体制強化等一
般
行
政
部
門

税務

教育部門

職員数

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

職 員 数

～

28歳

511

5,357

防災業務の体制強化等

6

228

△ 71

254

34

普

通

会

計

部

門

総務企画

衛生

計

人

1,232

36歳

4,692

23歳

2,177

35歳

44歳

2,083

労働

県立病院の再編等

～

△ 11

人

24,518

8

～

173

△ 128

24歳

民生

3,305

△ 1

86

3668

以上47歳

172

60歳

警察官等の採用減

人

39歳

5 （参考：人口10万当たり職員数　254.03人） 

災害復旧業務の進捗等

3,264

△ 33

業務執行方法の見直し等

人

27歳

1

32歳

0

3,135

5,362

人

43歳

671

1,221

232

△ 227

地域医療業務の体制強化等

12

1,524

78

～

2,648

18,527

13,731

（参考：人口10万当たり職員数　1,291.29人） 

計

試験研究機関の統合等

△ 128

（参考：人口10万当たり職員数　1,126.85人） 

学級数の減少に伴う業務の減等

3,471

18,423

3,599

合　　計

34

△ 6

27,483

3,392

[     32,186     ]

商工

農林水産

35

△ 99

3,059

欠員補充による増加等

～

59歳

人

土木

1,208

未満

～

144

40歳

人

51歳

56歳

人 人

～

人

～ ～

人

20歳

区　分

80

業務執行方法の見直し等

人

52歳

257

病院部門

下水道部門

小　　計

小　　計

31歳

2,334

27,256

2,081 2,264

4,725

対前年
増減数

主な増減理由

839827

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 令和７年令和６年

13,802

議会

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比
５年前の構成比
構成比
５年前の構成比

%

%
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 (3)職員数の推移

（単位：人・％）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

24,637

令和３年

(△5.4%)

3,599

△ 1,55028,06328,806 28,386 27,837総合計 27,483

13,996

3,471 △ 340

△ 238

27,256

24,151

4,725 △ 56

23,884 △ 1,210

(△8.9%)

5,357

令和２年

5,409

4,772 4,746

13,802 △ 916

(△4.3%)

4,763 (△1.2%)

令和６年 令和７年
過去５年間の
増減数（率）

13,731 (△6.3%)

5,467

(△4.8%)23,785

14,340

令和５年

3,686公営企業等会計計

普通会計計

　　　　　　　年　　度

 部門別

24,995

令和４年

3,7493,811

14,109

24,348

教　育

3,715

4,748

14,647

5,534

警　察

一般行政

4,692

5,3625,600
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７　公営企業職員の状況

　(1)　電気事業

  　①職員給与費の状況

     ア　決算

　（参考）

（注）　職員給与費には法定福利費を含みます。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数については、令和７年３月31日現在の人数です。

　　　３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用

短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含みません。

イ　 特記事項

なし

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

（注）２　令和6年度決算額を基に算出しています。  

③職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％） 役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％）

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度 最高限度

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無　　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　無　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

新潟県（一般行政職）の支給割合と同じ

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違に

　　　　　によることなく退職した場合を含みます。

勧奨・定年

区　　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

実質収支 職員給与費比率 令和5年度の総費用に占

自己都合 （支給率） 自己都合 　　勧奨・定年

28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分

区　　分 職員数 一人当たり （参考）都道府県平均給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

令和６年度 人 千円

579,434

千円 　　　　　千円 千円

「４職員の手当の状況　(1)期末手当・勤勉手当」に掲載のとおり

47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分

定年早期退職の場合は、1年に 定年早期退職の場合は、1年に

つき２％加算（20％限度） つき２％加算（20％限度）

- 22,872 3,317 22,360

千円

98 401,889 87,660 170,450 659,999 6,735 6,972

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

令和6年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

5,600,033 8,063,075 947,483 16.9 15.7

基本給 平均月収額

千円

新潟県 46.3 356,921 561,223

団体平均 46.1 367,766

新潟県（電気事業） 新潟県　（一般行政職）

１人当たり平均支給額（令和6年度） １人当たり平均支給額（令和6年度）

39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分

19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分

新潟県（電気事業） 新潟県　（一般行政職）

（支給率）

1,739 1,793
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ウ　地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

（注）支給実績（令和６年度決算）及び支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）は、支給率1.5％をもとに算出。

エ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

危険作業手当 千円

災害応急手当 千円

防疫等作業手当 千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

円

6,260

1,942

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 206

一般行政職
の制度との異
同

一般行政職の
制度と異なる
内容

支給実績 支給職員１人当たり

（令和6年度決算） 平均支給年額

（令和6年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価

支給実績（令和６年度決算）

千円

県内全市町村 1.0

管理職手当 同上 同 10,090 千円 917,282

寒冷地手当 同上 同 415 千円 46,148

単身赴任手当 同上 同

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 63,881

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

100 1.0

1,873

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 34,685

作業の種類に応じて日額220円～
1,200円

　家畜伝染病のまん延を防止するために行う家畜のとさつ、家畜の死
体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業を行った場合に支
給

5 日額760円

主な支給対象職員（支給対象業務） 左記職員に対する支給単価

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 決 算 ） 210

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 18,108

支給総額（令和６年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 55.1

手当の種類（手当数） 3

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 18,442

手当の名称
支給実績

（令和6年度決算）

　災害発生時に施設の巡回監視を行う場合に支給 2 日額600円

　高所作業、深所作業、水上作業等に従事した場合に支給 1,867

扶養手当
「４　職員の手当の状況　(6)
その他の手当」と同じ

同 11,590 千円 231,797

住居手当 同上 同 6,615 千円 348,182

通勤手当 同上 同 25,536 千円 303,999

千円 485,622

管理職員特別勤務手当 同上 同 13 千円 6,264

177,600宿日直手当 同上 同 5,328
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　(2)　工業用水道事業

  　①職員給与費の状況

     ア　決算

　（参考）

（注）１　職員給与費には法定福利費を含みます。

　　　２　資本勘定支弁職員に係る職員給与費7,645千円を含みません。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、令和７年３月31日現在の人数です。

　　　３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用

短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含みません。

イ　 特記事項

なし

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

（注）２　令和６年度決算額を基に算出しています。  

③職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％） 役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％）

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度 最高限度

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無　　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　無　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

新潟県（一般行政職）の支給割合と同じ 「４職員の手当の状況　(1)期末手当・勤勉手当」に掲載のとおり

　　　　　によることなく退職した場合を含みます。

2,204,290 △157,396 349,787 15.9 19.5

区　　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

区　　分 職員数 一人当たり （参考）都道府県平均給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

令和6年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

（支給率） 自己都合 （支給率） 自己都合 　　勧奨・定年

28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分

39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分

勧奨・定年

19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

令和6年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

実質収支 職員給与費比率 令和5年度の総費用に占

33 140,784 25,144 61,256 227,184 6,884 6,609

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

新潟県（工業用水道事業） 新潟県　（一般行政職）

新潟県 47.8 372,845 573,698

団体平均 45.1 352,214 549,834

新潟県（工業用水道事業） 新潟県　（一般行政職）

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

1,856 1,793

47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分

定年早期退職の場合は、1年に 定年早期退職の場合は、1年に

つき２％加算（20％限度） つき２％加算（20％限度）

- 22,872 3,317 22,360

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違に
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ウ　地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

（注）支給実績（令和６年度決算）及び支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）は、支給率1.5％をもとに算出。

エ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

円

135支給総額（令和６年度決算）

支給実績（令和６年度決算） 2,225

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 67,438

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

県内全市町村 1.0 32 1.0

宿日直手当 同上 同 2,468 千円

内容及び支給単価
一般行政職
の制度との異
同

一般行政職の
制度と異なる
内容

支給実績 支給職員１人当たり

（令和6年度決算） 平均支給年額

（令和6年度決算）

4,637

管理職手当 同上 同 3,785 千円 1,261,767

寒冷地手当 同上 同 582 千円 193,887

単身赴任手当 同上 同

千円 272,759

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 4,981

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 決 算 ） 166

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 3,803

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 127

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 7,475

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 54.5

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 主な支給対象職員（支給対象業務）
支給実績

（6年度決算）
左記職員に対する支給単価

危険作業手当 「(1) 電気事業」と同じ 132 「(1) 電気事業」と同じ

防疫等作業手当 「(1) 電気事業」と同じ 3 「(1) 電気事業」と同じ

1,096 千円 547,884

扶養手当
「４　職員の手当の状況　(6)
その他の手当」と同じ

同

住居手当 同上 同 640 千円 91,439

通勤手当 同上 同 4,573 千円 163,315

手　当　名

17,744

246,790

管理職員特別勤務手当 同上 同 18 千円
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　(3)　工業用地造成事業

  　①職員給与費の状況

     ア　決算

　（参考）

（注）　職員給与費には法定福利費を含みます。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数については、令和７年３月31日現在の人数です。

　　　３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用

短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含みません。

イ　 特記事項

なし

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

（注）２　令和６年度決算額を基に算出しています。  

③職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％） 役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％）

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

「４職員の手当の状況　(1)期末手当・勤勉手当」に掲載のとおり新潟県（一般行政職）の支給割合と同じ

令和5年度の総費用に占

区　　分 職員数 一人当たり （参考）都道府県平均給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

令和６年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

新潟県 46.2 365,927

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

1,874 1,793

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

令和６年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

実質収支

569,574 824,630 45,500 8.0 6.6

区　　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

職員給与費比率

5 20,961 3,892 9,368 34,221 6,844 -

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

570,353

団体平均 － － －

新潟県（工業用用地造成事業） 新潟県　（一般行政職）
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イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度 最高限度

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無　　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　無　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

（注）支給実績（令和６年度決算）及び支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）は、支給率1.5％をもとに算出。

エ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違に

　　　　　によることなく退職した場合を含みます。

33.27075月分

39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分

勧奨・定年

新潟県（工業用地造成事業） 新潟県　（一般行政職）

住居手当 同上 同 443 千円 443,167

通勤手当 同上 同 500 千円 124,923

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との異
同

一般行政職の
制度と異なる
内容

支給実績 支給職員１人当たり

（令和6年度決算） 平均支給年額

（令和6年度決算）

扶養手当
「４　職員の手当の状況　(6)
その他の手当」と同じ

同 672 千円 335,988

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 1,030

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 257

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 1,007

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 201

（支給率） 自己都合 （支給率） 自己都合 　　勧奨・定年

28.0395月分

1支給総額（令和６年度決算）

支給実績（令和６年度決算） 323

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 64,588

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

県内全市町村 1.0 5 1.0

19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分

47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分

定年早期退職の場合は、1年に 定年早期退職の場合は、1年に

つき２％加算（20％限度） つき２％加算（20％限度）

- - 3,317 22,360

33.27075月分 28.0395月分

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 229

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 60.0

手当の種類（手当数） 1

手当の名称 主な支給対象職員（支給対象業務）
支給実績

（6年度決算）
左記職員に対する支給単価

防疫等作業手当 「(1) 電気事業」と同じ 1 「(1) 電気事業」と同じ

管理職手当 同上 同 751 千円 751,291

単身赴任手当 同上 同 148 千円 147,744

管理職員特別勤務手当 同上 同 2 千円 1,728
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　(4)　病院事業

  　①職員給与費の状況

     ア　決算

　（参考）

（注）　職員給与費には法定福利費を含みます。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

      ２　職員数は、令和７年３月31日現在の人数です。

　　　３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用

短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含みません。

イ　 特記事項

なし

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％） 役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％）

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無　　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　無　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

　　　　　　区　　分

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

職員手当 期末・勤勉手当

勧奨・定年 （支給率） 自己都合

１人当たり平均支給額（令和6年度）　 １人当たり平均支給額（令和6年度）

1,793

平　均　年　齢 基本給 平均月収額

医師
新潟県 45.9 581,088 1,713,194

新潟県（病院事業）

看護師

　　勧奨・定年

職員給与費比率

新潟県 42.4 356,644 589,121

1,644

335,022 548,970

新潟県（病院事業） 新潟県　（一般行政職）

19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分

28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分

39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分

43.9 352,409 573,067

団体平均 45.7

新潟県（一般行政職）の支給割合と同じ 「４職員の手当の状況　(1)期末手当・勤勉手当」に掲載のとおり

新潟県

新潟県　（一般行政職）

（支給率） 自己都合

総費用区　　分 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

実質収支 令和5年度の総費用に占

令和6年度

団体平均 41.0 320,672 534,224

事務職員

団体平均 42.2 581,154 1,481,949

　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

78,763,426 △ 4,603,236 37,367,845 47.4 47.9

Ａ  Ｂ　

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）都道府県平均区　　分

給　 料 一人当たり給与費

令和6年度 　人 　千円 　千円 　　　　千円 千円 千円 千円

3,711 16,202,980 6,949,206 6,100,817 29,253,003 7,883 8,001

　　　　　　Ａ 　　計　　Ｂ 給与費 B/A

47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分

定年早期退職の場合は、1年に 定年早期退職の場合は、1年に

つき２％加算（20％限度） つき２％加算（20％限度）

2,194 21,181 3,317 22,360

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違に

　　　　　によることなく退職した場合を含みます。
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ウ　地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

％ 人 ％

（注）支給実績（令和６年度決算）及び支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）は、支給率1.5％をもとに算出。

エ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円
看護職員処遇改善手
当

看護師、准看護師の行う深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)の看
護業務に従事した場合に支給

379,982

支給実績（令和６年度決算） 524,962

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 178,134

支給対象 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

医師 16.0 364 16.0

県内全市町村 1.0 2,583 1.0

支給総額（令和６年度決算） 2,223,975

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 1,017,371

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 65.0

手当の種類（手当数） 8

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和6年度決算）
左記職員に対する支給単価

１日　3,200円

医師が診療業務に従事した場合に支
給

1,583,261

診療業務
■特例者(放射線科、麻酔科、病理検査課及び研究部専任の医師及び大規模病院の院長等)の場合
以下の①～③の合計額
①稼働額区分＝Ａ×0.373／病院医師数
②経験年数区分＝０～130,000円で医師免許取得年数に応じた額
③地域区分＝０～219,200円で勤務する病院に応じた額
■特例者以外の医師の場合
以下の①～③の合計額
①稼働額区分
　　｛〔（Ａ＊0.373）－特例者支給額計〕＊0.3＊Ｄ／Ｂ｝／Ｅ
 ＋｛〔（Ａ＊0.373）－特例者支給額計〕＊0.7＊Ｃ／A｝／Ｅ
　　　　　　　　　　　＝ 稼働額区分　支給額
※Ａ　病院の当月技術料収入計(非常勤のみの診療科分を除く)
   Ｂ  病院の当月患者数計(非常勤のみの診療科分を除く)
   Ｃ  診療科の当月技術料収入計
   Ｄ　診療科の当月患者数計
   Ｅ  診療科の当月医師数(パート換算含む)
②経験年数区分＝０～130,000円で医師免許取得後年数に応じた額
③地域区分＝０～219,200円で勤務する病院に応じた額
■管理職手当受給者が正規の勤務時間を超えて勤務した場合（管理職員特別勤務手当の支給を受ける場合
を除く）
　6h以下　8,000円
　6h超　　12,000円

医師が
①他病院の診療業務
②他病院の宿日直業務
③他科手術の全身麻酔業務
に従事した場合に支給

13,135
①１日20,000円(3h未満13,500円)
②１回20,000円(5h未満10,000円)
③１件7,000円

夜間看護手当

解剖補助手当

特殊診療手当

応援診療手当

医師、看護師が看護専門学校の講義・実習指導業務に従事した場合
に支給

2,180

医師　１h 2,000円
医師以外
　講義１h1,000円
　実習指導１日1,000円

看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師が勤務時間以外
の緊急呼出による勤務に従事した場合に支給

4,592 １回1,620円

勤務時間が深夜の全部を含む場合
6,800円
勤務時間が深夜の一部を含む場合、
深夜における勤務時間が
４h以上　3,300円
２～４h未満　2,900円
２h未満　2,000円

臨床検査技師の行う死体解剖の補助業務に従事した場合に支給 80

臨床工学技士が次に掲げる業務をしたときに支給
（１）体外循環装置（人口心肺）操作・管理
（２）ペースメーカー植込み
（３）補助循環装置操作・管理
（４）特殊血液浄化
（５）その他前４号に準ずる業務として病院長が病院局長と協議して定
める業務

2,234 1日につき1,000円

医療職給料表（三）の適用を受ける職員のうち、診療報酬の算定方法
(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する看護職員処遇改善評
価料を算定する公署に在籍する職員に支給

238,496

前月の夜勤回数
　８回以上　16,000円
　４～７回　14,000円
　１～３回　10,000円
　０回　8,000円

講義手当

緊急出動手当

臨床工学技士業務手
当
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

187,266

初任給調整手当 同上 同 1,135,233 千円 3,101,729

244,231

住居手当

特地勤務手当 同上 同

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 1,660,554

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 532

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 1,603,927

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 508

一般行政職
の制度との異
同

一般行政職の
制度と異なる
内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （令和6年度決算） 平均支給年額

（令和6年度決算）

同上 同 258,711 千円 279,990

扶養手当
「４　職員の手当の状況　(6)
その他の手当」と同じ

同 300,160 千円

通勤手当 同上 同 352,755 千円 143,572

単身赴任手当 同上 同 14,782 千円 447,940

夜勤手当 同上 同 256,041 千円 143,602

13,131 千円 111,273

宿日直手当 同上 同 166,913 千円 182,020

管理職手当 同上 同 105,244 千円 1,031,804

寒冷地手当 同上 同 94,400 千円 67,189

同 11,985 千円管理職員特別勤務手当 同上
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　(5)　流域下水道事業

  　①職員給与費の状況

     ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）１　職員給与費には法定福利費を含みます。

      ２　資本勘定支弁職員に係る職員給与費23,403千円を含みません。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、令和７年３月31日現在の人数です。

　　　３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用

短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含みません。

イ　 特記事項

なし

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％） 役職加算（５～20％）、管理職加算（15～25％）

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無　　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　無　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

ウ　地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

（注）支給実績（令和６年度決算）及び支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）は、支給率1.5％をもとに算出。

千円　 千円　

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

　　　　　によることなく退職した場合を含みます。

47.709月分

％

47.709月分47.709月分 47.709月分

Ａ  

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ給　 料

35 148,184

　　　　　　Ａ

7,007

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給

１人当たり平均支給額（令和6年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

　　　　　千円

団体平均 44.6 374,475 574,862

新潟県（流域下水道事業） 新潟県　（一般行政職）

職員手当

24.586875月分 19.6695月分

新潟県（一般行政職）の支給割合と同じ 「４職員の手当の状況　(1)期末手当・勤勉手当」に掲載のとおり

一人当たり

令和6年度 人 千円

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）都道府県平均

給与費 B/A 一人当たり給与費

40,117 67,905 256,206 7,320

千円 千円

令和5年度の総費用に占

39.7575月分 39.7575月分 47.709月分

区　　分 総費用 純損益又は 総費用に占める

実質収支

　　　　千円 ％

11,517,898 905,377 73,828 0.6 0.6

1,940 1,793

令和6年度

平均月収額

新潟県 374,020 610,014

19.6695月分

46.8

職員給与費比率

千円 千円

2,354

67,251

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

県内全市町村 1.0 35 1.5

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

- - 3,317 22,360

支給実績（令和６年度決算）

新潟県（流域下水道事業） 新潟県　（一般行政職）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 　　勧奨・定年

24.586875月分

28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分

47.709月分

定年早期退職の場合は、1年に 定年早期退職の場合は、1年に

つき２％加算（20％限度）

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違に

つき２％加算（20％限度）
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エ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

用地交渉手当 千円

特殊現場作業手当 千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

円

「(1)　電気事業」と同じ10「(1)　電気事業」と同じ

同上

346,722

3

主な支給対象職員（支給対象業務）
支給実績

令和6年度決算）
左記職員に対する支給単価

職員が、橋脚の基礎工事等において、水没のおそれのある水面下４
ｍ以上の深所で行う測量、調査、監督等の作業に従事した場合
職員が、地下集水井の深さ４ｍ以上の深所で行う測量、調査、監督等
の作業に従事した場合に支給

1 日額650円

手当の名称

災害応急作業手当

職員が
①水防法第17条の規定に基づき水防団及び消防機関が出動して行
う応急措置の実施についての必要な指示、同法第29条に規定する立
退きの指示、地すべり等防止法第25条に規定する立退きの指示その
他の現地において行う指導作業に従事した場合
②異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそ
れがある
　ア　河川の堤防等
　イ　道路法第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通
    行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
　ウ　港湾施設
において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した
箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは
応急作業のための災害状況の調査（以下「応急作業等」という。）に従
事した場合
③地すべりが発生し、又は発生のおそれの著しい箇所において行う
巡回監視又は応急作業等に従事した場合
④「①～③」に掲げる作業に相当する作業に従事した場合
に支給

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 21,351

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 647

手　当　名 内容及び支給単価 （令和6年度決算） 平均支給年額

0

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 22,884

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 715

支給総額（令和６年度決算） 10,410

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 1,041

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 2.9

手当の種類（手当数）

（令和6年度決算）

扶養手当
「４　職員の手当の状況　(6)
その他の手当」と同じ

同 5,844 千円 265,617

住居手当 同上 同

①1日につき
　ア　屋外 6,600円、屋内 1,330円
　イ　屋外 3,300円、屋内   660円
　ウ　屋外 6,600円、屋内 1,330円
　エ　屋外 5,000円、屋内 1,000円
②引き続き５日以上対象業務に従事し
た場合600円を加算
③引き続き５日以上対象業務に従事し
た場合840円を加算

2,081

【東日本大震災に対処するための手当の特例】
①原子力災害関連区域における作業
　ア　帰還困難区域での作業
　イ　居住制限区域での作業
　ウ　警戒区域での作業
　エ　計画的避難区域での作業
②災害応急作業手当の特例
③遭難救助等作業手当の特例

千円

同 27 千円 9,000

千円 0

一般行政職
の制度との異
同

一般行政職の
制度と異なる
内容

支給実績 支給職員１人当たり

- 千円

日額600円

寒冷地手当

通勤手当 同上 同 5,389 千円 192,433

単身赴任手当 同上 同 0 千円 0

同

管理職手当 同上 同 2,894

宿日直手当 同上

同 0 千円 0

千円 964,400

管理職員特別勤務手当 同上
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